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令和４年村上市教育委員会４月定例会会議録 

 

○ 日 時 

令和４年４月 26日（火）午前９時 30分 開会 

 

○ 場 所 

村上市朝日支所 ２階 第１会議室  

 

○ 出席委員 

遠 藤 友 春  教育長 

横 山 吉 夫  委員（教育長職務代理者） 

大 滝   豊  委員 

板 垣 英 樹  委員 

小 川 涼 子  委員 

 

○ 欠席委員 

なし 

 

○ 出席した事務局職員 

学校教育課長          渡 辺 律 子 

生涯学習課長          平 山 祐 子 

学校教育課 管理主事      仙 田   満 

〃   指導主事      鈴 木 健 史 

〃   指導主事      倉 町 宏 治 

〃   参事        今 井 雅 仁 

〃   教育総務室長    中 山 晴 剛 

生涯学習課 社会教育推進室長   太 田 秀 哉 

〃   スポーツ推進室長  倉 松 淳 志 

〃    文化行政推進室長   吉 井 雅 勇 

〃    教育情報センター長    加 藤   渉 

村上教育事務所長        淺 野   宏 

荒川教育事務所長        百 武 靖 之 

神林教育事務所長        田 村 富 夫 

朝日教育事務所長        本 間 憲 一 

山北教育事務所長        本 間   宏 

 

○ 欠席した事務局職員 

なし 
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○ 書 記 

学校教育課 教育総務室長    中 山 晴 剛 

 

○ 会議に付した議件等 

・会議録署名委員の指名について 

・３月定例会会議録の確認について 

・報第１号  一般報告事項について 

・議第１号  村上市さんぽく会館条例施行規則の一部を改正する規則制定について 

・議第２号  専決処分の承認を求めることについて 

・議第３号  専決処分の承認を求めることについて 

・議第４号  専決処分の承認を求めることについて 

・議第５号  専決処分の承認を求めることについて 

・議第６号  専決処分の承認を求めることについて 

・議第７号  専決処分の承認を求めることについて 

・議第８号  専決処分の承認を求めることについて 

・議第９号  専決処分の承認を求めることについて 

・議第 10号 専決処分の承認を求めることについて 

・議第 11号 専決処分の承認を求めることについて 

・議第 12号 専決処分の承認を求めることについて 

・議第 13号 専決処分の承認を求めることについて 

 

 

遠藤教育長     午前９時 30分開会宣言 

 

遠藤教育長     ただいまより令和４年４月定例会を開会します。 

 

遠藤教育長  早、葉桜の季節となりました。令和 4 年度 4 月定例教育委員会を開

会します。初めに私のほうから一言ご挨拶させていただきます。 

４月に入っても、新型コロナウイスル感染症は収まる気配を見せま

せん。本日まで、市内小中学校で、児童生徒・教職員合わせて 50 人を

超える陽性者が発生しております。情報交換の場で、感染状況や対応

策等について報告させていただきます。今週末からゴールデンウィー

クに入り、行動制限や活動制限を設けておりませんので、家族旅行に

出かけたり、部活動の交流があったりするなど人流は活発となり、連

休明けの感染拡大が心配されるところです。連休前には、学校から家

庭に連休中の過ごし方に注意喚起してもらうとともに、家庭や学校で

は、連休明けの児童生徒の健康把握の徹底に十分努めてもらう必要が

あります。活動を保障するからには、各自が感染拡大防止に向けた責
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任をしっかり果たさなければならないと考えます。 

さて、4 月 13 日、全県教育長会議が開催されました。県教委から今

年度の施策説明があった後、市町村教委から寄せられた情報について

意見交換の場が設けられました。情報交換事項は、「中学校部活動の地

域移行に関する取組」、「学習用端末物損時の保護者対応について」、「各

市町村におけるヤングケアラー実態調査の実施状況について」の 3 項

目でした。 

特に時間が割かれたのは、1 点目の部活動の地域移行に関してです。

地域部活動の運営主体や指導者の確保、受入団体のない部活動への対

応、活動に伴う費用負担のあり方について話し合いました。新聞報道

にもありましたが、スポーツ庁の検討会議は、5 月にも地域移行に関す

る全体像を示した提言を発表するということなのですが、私は会議の

場で、村上市の取組を述べるとともに、「国は令和 5 年度から環境が整

ったところから始めてほしい」と述べているが、国や県には、「平日の

地域移行を含めた全体像の中で、休日の部活動の地域移行をいつまで

に終えなければならないのか明確にしてほしい」と訴えました。各学

校や市町村の取組に差が生じて、生徒や保護者等から、学校や市教委

が攻められることがあってはなりません。吹奏楽部などの文化部の扱

いも含め、地域移行に向けた課題をより明確にし、多くが納得できる

対策を講じていかなくてはならないと考えます。今後、委員の皆さま

にもご意見を伺わせていただきます。  

それでは、本日はたくさんの協議題がありますので、皆さま宜しく

お願いいたします。 

  事務局に人事異動がありましたので、順に自己紹介をお願いします。 

 

事務局職員     生涯学習課長ほか事務局４名が自己紹介を行う。 

 

 

・会議録署名委員の指名について 

 

遠藤教育長     それでは、会議録署名委員を指名させていただきたいと思いますが、

よろしいでしょうか。 

 

遠藤教育長     会議録署名委員は、板垣委員と横山委員にお願いします。 
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・３月定例会会議録の確認について 

 

遠藤教育長     ３月定例会会議録について確認します。各委員には自分の発言が漏

れていないか、表現が違わないか確認していただきます。学校教育課

長報告をお願いします。 

 

学校教育課長    会議録の概要について説明する。 

 

遠藤教育長  ３月定例会会議録について何かございますか。 

 （質問等なし） 

３月定例会会議録は確認されました。 

 

・報第１号 一般報告事項について 

 

遠藤教育長     続いて報第１号について上程します。 

最初に私から、一般報告事項を報告させていただきます。 

 

遠藤教育長     ３月 22日、教育委員会定例会が開催されました。24日、山辺里小学

校の卒業式に出席しました。同日、社会教育委員の会議兼公民館運営

審議会に出席しました。26 日、史跡山元遺跡保存会設立総会に出席し

ました。29 日、第２回村上市立小・中学校望ましい教育環境整備検討

委員会、教育委員会辞令交付式が開催されました。４月１日、教育委

員会辞令交付式が開催されました。４日、指導主事会議に出席しまし

た。７日、午前は村上小学校入学式、午後は村上東中学校入学式に出

席しました。10 日、第１回伝統的建造物群保存地区保存活用審議会に

出席しました。13日、全県教育長会議に出席しました。14日、市校長

会議に出席しました。15 日、さんぽく会館竣工式に出席しました。16

日、村上市健民少年団入団式に出席しました。19 日、学校跡地利用利

活用検討委員会が開催されました。22 日、県連携事業「下越の縄文時

代」展オープニングセレモニーに出席しました。本日、教育委員会定

例会開催、むらかみ長寿大学開講式に出席します。以上、報告させて

いただきました。 

 

学校教育課長    学校教育課の一般報告事項等について報告する。 

 

社会教育推進室長  社会教育推進室の一般報告事項等について報告する。 

 

スポーツ推進室長  スポーツ推進室の一般報告事項等について報告する。 
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文化行政推進室長  文化行政推進室の一般報告事項等について報告する。 

 

教育情報センター長  教育情報センターの一般報告事項等について報告する。 

 

遠藤教育長     それでは学校教育課、生涯学習課の報告事項について質疑等があり

ましたらお願いします。 

          （質問等なし） 

 

遠藤教育長  それでは一般報告事項は了承されました。 

 

 

・議第１号 村上市さんぽく会館条例施行規則の一部を改正する規則制定について 

 

遠藤教育長  次に、議第１号について上程します。説明をお願いします。 

 

生涯学習課長  本案は、去る１月開催の教育委員会定例会において、議決いただき

ました、村上市さんぽく会館条例施行規則について、施設内に備えて

いる備品の貸し出しについての事項を定めるものです。会議等で使用

するプロジェクターや、ポータブルアンプ、ピアノ等の使用料を定め

るため、施設利用の利便性の向上を図るものです。 

 

遠藤教育長  何かお気付きの点はございませんか。 

          （質問等なし） 

 

遠藤教育長  それでは、議第１号について承認されます方は挙手をお願いいたし

ます。 

（全員挙手） 

ありがとうございました。議第１号は承認されました。 

 

 

・議第２号 専決処分の承認を求めることについて 

 

遠藤教育長  次に、議第２号について上程します。説明をお願いします。 

 

学校教育課長  村上市小・中学校における事務長の専決処分について承認を求める

ものです。 
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遠藤教育長  何かお気付きの点はございませんか。 

          （質問等なし） 

 

遠藤教育長  それでは、議第２号について承認されます方は挙手をお願いいたし

ます。 

（全員挙手） 

ありがとうございました。議第２号は承認されました。 

 

 

・議第３号 専決処分の承認を求めることについて 

 

遠藤教育長  次に、議第３号について上程します。説明をお願いします。 

 

学校教育課長  村上市立小・中学校における主任等の専決処分について承認を求め

るものです。 

 

遠藤教育長  何かお気付きの点はございませんか。 

 

横山委員  確認です。主任等の承認願いについて、主任等の種類のところに、

事務主任の項目があるが、ここに記入する条件があったはずだが、記

入されている学校とされていない学校があるが、主任以上を記載する

ということだったのか、分かれば教えていただきたい。 

 

学校教育課参事  主任、主査、職名により記載する、しないという扱いになります。 

 

横山委員  事務の主事の方は入らないということですね。それ以外に条件があ

ったように思ったのですが。条件は職名だけでしょうか。 

 

学校教育課参事  後程資料を確認します。 

 

横山委員  共同実施が十数年前から始まり、これに関係した内容ではなかった

か。先ほどの事務長の件についても、共同実施に関係し、始まったよ

うな気がしましたが。 

 

遠藤教育長  事務長発令については、共同実施より再三要望があったため、最近

になってから発令するようになった。事務主任については、新採用を

含め、主事級では承認願いは提出されていない。なお後程確認させて

いただきます。 
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横山委員  分かりました。 

 

遠藤教育長  それでは、議第３号について承認されます方は挙手をお願いいたし

ます。 

（全員挙手） 

ありがとうございました。議第３号は承認されました。 

 

 

・議第４号 専決処分の承認を求めることについて 

 

遠藤教育長  次に、議第４号について上程します。説明をお願いします。 

 

学校教育課長  村上市学校給食共同調理場運営委員会委員の委嘱に係る専決処分に

ついて承認を求めるものです。五つの学校給食共同調理場の運営委員

会委員の委嘱となります。 

 

遠藤教育長  何かお気付きの点はございませんか。 

          （質問等なし） 

 

遠藤教育長  それでは、議第４号について承認されます方は挙手をお願いいたし

ます。 

（全員挙手） 

ありがとうございました。議第４号は承認されました。 

 

 

・議第５号 専決処分の承認を求めることについて 

 

遠藤教育長  次に、議第５号について上程します。説明をお願いします。 

 

学校教育課長  村上市学校運営協議会委員の任命に係る専決処分について承認を求

めるものです。 

 

遠藤教育長  何かお気付きの点はございませんか。 

          （質問等なし） 

 

遠藤教育長  それでは、議第５号について承認されます方は挙手をお願いいたし

ます。 
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（全員挙手） 

ありがとうございました。議第５号は承認されました。 

 

 

・議第６号 専決処分の承認を求めることについて 

 

遠藤教育長  次に、議第６号について上程します。説明をお願いします。 

 

生涯学習課長  村上市文化財保護審議会委員の任命に係る専決処分について承認を

求めるものです。任期は令和４年４月１日から令和６年３月 31日まで

となります。 

 

遠藤教育長  何かお気付きの点はございませんか。 

          （質問等なし） 

 

遠藤教育長  それでは、議第６号について承認されます方は挙手をお願いいたし

ます。 

（全員挙手） 

ありがとうございました。議第６号は承認されました。 

 

・議第７号 専決処分の承認を求めることについて 

 

遠藤教育長  次に、議第７号について上程します。説明をお願いします。 

 

生涯学習課長  村上市郷土資料館運営委員会委員の委嘱について専決したので、承

認を求めるものです。任期は、令和４年４月１日から令和６年３月 31

日までとなります。 

 

遠藤教育長  何かお気付きの点はございませんか。 

          （質問等なし） 

 

遠藤教育長  それでは、議第７号について承認されます方は挙手をお願いいたし

ます。 

（全員挙手） 

ありがとうございました。議第７号は承認されました。 

 

・議第８号 専決処分の承認を求めることについて 
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遠藤教育長  次に、議第８号について上程します。説明をお願いします。 

 

生涯学習課長  村上市教育委員会教育長に対する事務の委任等に関する規則第４条

の規定に基づき、史跡村上城跡整備委員会委員の委嘱を専決したもの

で、承認を求めるものです。任期は、令和４年４月１日から令和６年

３月 31日までとなります。冨田和気夫委員については、石川県教育委

員会の規定により、令和５年３月 31日までの１年任期であります。 

 

遠藤教育長  何かお気付きの点はございませんか。 

          （質問等なし） 

 

遠藤教育長  それでは、議第８号について承認されます方は挙手をお願いいたし

ます。 

（全員挙手） 

ありがとうございました。議第８号は承認されました。 

 

・議第９号 専決処分の承認を求めることについて 

 

遠藤教育長  次に、議第９号について上程します。説明をお願いします。 

 

生涯学習課長  村上市教育委員会教育長に対する事務の委任等に関する規則第４条

の規定に基づき、史跡平林城跡整備委員会委員の委嘱を専決したもの

で、承認を求めるものです。任期は、令和４年４月１日から令和６年

３月 31日までとなります。 

 

遠藤教育長  何かお気付きの点はございませんか。 

          （質問等なし） 

 

遠藤教育長  それでは、議第９号について承認されます方は挙手をお願いいたし

ます。 

（全員挙手） 

ありがとうございました。議第９号は承認されました。 

 

・議第 10号 専決処分の承認を求めることについて 

 

遠藤教育長  次に、議第 10号について上程します。説明をお願いします。 

 

生涯学習課長  村上市教育委員会教育長に対する事務の委任等に関する規則第４条
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の規定に基づき、村上祭保存修理委員会委員の委嘱を専決したもので、

承認を求めるものです。任期は、令和４年４月１日から令和６年３月

31日までとなります。 

 

遠藤教育長  何かお気付きの点はございませんか。 

          （質問等なし） 

 

遠藤教育長  それでは、議第 10号について承認されます方は挙手をお願いいたし

ます。 

（全員挙手） 

ありがとうございました。議第 10号は承認されました。 

 

・議第 11号 専決処分の承認を求めることについて 

 

遠藤教育長  次に、議第 11号について上程します。説明をお願いします。 

 

生涯学習課長  村上市教育委員会教育長に対する事務の委任等に関する規則第４条

の規定に基づき、村上市図書館協議会委員の委嘱を専決したもので、

承認を求めるものです。任期は、令和４年４月１日から令和６年３月

31日までとなります。 

 

遠藤教育長  何かお気付きの点はございませんか。 

  今回、公募の方はいらっしゃいましたか。 

 

教育情報センター長    募集はしましたが、いませんでした。 

 

遠藤教育長  それでは、議第 11号について承認されます方は挙手をお願いいたし

ます。 

（全員挙手） 

ありがとうございました。議第 11号は承認されました。 

 

・議第 12号 専決処分の承認を求めることについて 

 

遠藤教育長  次に、議第 12号について上程します。説明をお願いします。 

 

生涯学習課長  村上市教育委員会教育長に対する事務の委任等に関する規則第４条

の規定に基づき、村上市スポーツ推進委員の委嘱を専決したもので、

承認を求めるものです。任期は、令和４年４月１日から令和６年３月
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31日までとなります。 

 

遠藤教育長  何かお気付きの点はございませんか。 

          （質問等なし） 

 

遠藤教育長  それでは、議第 12号について承認されます方は挙手をお願いいたし

ます。 

（全員挙手） 

ありがとうございました。議第 12号は承認されました。 

 

・議第 13号 専決処分の承認を求めることについて 

 

遠藤教育長  次に、議第 13号について上程します。説明をお願いします。 

 

生涯学習課長  村上市スポーツ推進審議会委員の任命に係る専決処分について承認

を求めるものです。任期につきましては、前任者の残任期間の令和４

年４月１日から令和５年３月 31日までとなります。 

 

 

遠藤教育長  何かお気付きの点はございませんか。 

 

横山委員  審議会員の件ですが、このお二方以外の方は前の年に任命されてい

るという意味でしょうか。 

 

生涯学習課長  おっしゃる通りです。 

 

横山委員  名簿がこれしかないので。 

 

生涯学習課長  今回、委嘱お願いしたお二方のみ、残任期間の委嘱ということで記

載させていただきましたが、残りの方につきましては、任期の途中で

すので、名簿には記載してございません。 

 

横山委員  そうしますと、来年度に一覧がそろうということでしょうか。 

 

生涯学習課長  はい。任期は三年です。 

 

遠藤教育長  それでは、議第 13号について承認されます方は挙手をお願いいたし

ます。 
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（全員挙手） 

ありがとうございました。議第 13号は承認されました。 

 

 

遠藤教育長     予定された議案について全て審議終了しましたが、その他あります

でしょうか。 

 

大滝委員  議第６号から 10号まで、承認はされましたが、委員の名簿を見ると

女性が一人も入っていない。今後、考える時に女性の視点も大事なこ

とですし、男女差別なく全体意識が強まっているときであるので、今

後委員を選ばれるときに、考慮して選んでいただきたいという要望で

す。 

 

遠藤教育長  大事なご指摘だと思います。その方針でも、市長から指示事項が本

日ありましたが、今の点についてお答え願えませんか。 

 

生涯学習課長  市長の方からも、多々ある委員会、審議会、委員の男女の比率、男

女共同参画という観点から、同比率、半数近くは女性であるべきでは

ないかというようなご指摘をいただいたところでございます。今後、

改選等の時期になりましたら、その辺を考慮しながら委嘱させていた

だきたいと思います。審議会の中身によっては難しい部分もある可能

性もありますが、よろしくお願いいたします。 

 

大滝委員  ありがとうございました。 

 

遠藤教育長  その他ありますでしょうか。参事。 

 

学校教育課参事  先ほどの、第３号議案についての横山委員のご質問についてですが、

訂正させていただきます。事務主任については、各学校の管理事務部

の経営計画を立案し、効率的・効果的な事務処理体制を作り学校事務

全般についての進行管理や対外的な連絡調整、教職員への指導助言を

行うとともに、管理事務部の運営評価を行い、改善を図る、という職

務の適任者を、主査、主任を対象に学校長が命じることになっており

ます。 

 

横山委員  ありがとうございました。 

 

遠藤教育長     次回定例会の予定をお願いします。 
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学校教育課長    ５月の定例会ですが、５月 26 日木曜日午後３時 30 分から、村上市

教育情報センターを予定しております。 

 

遠藤教育長     各委員に確認し、全員了承する。 

 

遠藤教育長     以上をもちまして、令和４年村上市教育委員会４月定例会を終了し

ます。 

 

午前 10時 21分閉会 

 

 

 

 

以上、会議のてん末を承認し、署名する。 

 

教  育  長                

 

会議録署名委員                 

 

会議録署名委員                


